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舞 鶴 市 一 般 会 計 予 算                     



 第 １ 号議案 

 

令和５年度舞鶴市一般会計予算 

 

 令和５年度舞鶴市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  

 

（歳入歳出予算）  

第１条   歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ  36,793,470千 円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 

（債務負担行為）  

第２条   地方自治法（ 昭和 22年法律第 67号） 第 2 1 4条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「 第２表債務負担行為」による。  

 

（地方債）  

第３条   地方自治法第 230条第 1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、 起債の方法、

利率及び償還の方法は、「 第３表地方債」による。  

 

（一時借入金）  

第４条   地方自治法第 2 3 5条の 3第 2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 1,000,000千 円と定める。  

 

（歳出予算の流用）  

第５条   地方自治法第 220条第 2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる

場合は、次のとおりと定める。  

 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこ  

れらの経費の各項の間の流用。  

 

 

令和５年２月２７日 提出 

 

舞鶴市長  鴨  田  秋  津  
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　歳　入 (単位：千円）

1 市 税 11,466,300

1 市 民 税 4,467,100

2 固 定 資 産 税 6,099,600

3 軽 自 動 車 税 298,000

4 市 た ば こ 税 599,800

5 入 湯 税 1,800

2 地 方 譲 与 税 333,000

1 自 動 車 重 量 譲 与 税 196,800

2 地 方 揮 発 油 譲 与 税 66,200

3 森 林 環 境 譲 与 税 40,500

4 特 別 と ん 譲 与 税 29,500

3 利 子 割 交 付 金 4,300

1 利 子 割 交 付 金 4,300

4 配 当 割 交 付 金 104,100

1 配 当 割 交 付 金 104,100

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 68,200

1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 68,200

6 法 人 事 業 税 交 付 金 192,000

1 法 人 事 業 税 交 付 金 192,000

7 地 方 消 費 税 交 付 金 1,951,200

第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算

　　金　　　　　額　　款 項
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(単位：千円）

1 地 方 消 費 税 交 付 金 1,951,200

8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 5,500

1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 5,500

9 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1

1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1

10 環 境 性 能 割 交 付 金 40,500

1 環 境 性 能 割 交 付 金 40,500

11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 138,000

1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 138,000

12 地 方 特 例 交 付 金 75,300

1 地 方 特 例 交 付 金 74,900

2 
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別
交 付 金

400

13 地 方 交 付 税 7,012,000

1 地 方 交 付 税 7,012,000

14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 8,600

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 8,600

15 分 担 金 及 び 負 担 金 43,690

1 分 担 金 9,721

2 負 担 金 33,969

16 使 用 料 及 び 手 数 料 686,470

1 使 用 料 402,401

　　金　　　　　額　　款 項
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(単位：千円）

2 手 数 料 284,069

17 国 庫 支 出 金 6,355,416

1 国 庫 負 担 金 4,294,097

2 国 庫 補 助 金 2,040,154

3 委 託 金 21,165

18 府 支 出 金 3,159,735

1 府 負 担 金 1,733,774

2 府 補 助 金 1,248,466

3 委 託 金 177,495

19 財 産 収 入 110,125

1 財 産 運 用 収 入 108,242

2 財 産 売 払 収 入 1,883

20 寄 附 金 339,394

1 寄 附 金 339,394

21 繰 入 金 1,209,971

1 繰 入 金 1,209,971

22 繰 越 金 1

1 繰 越 金 1

23 諸 収 入 1,235,667

1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 12,001

款 項 　　金　　　　　額　　
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(単位：千円）

2 市 預 金 利 子 120

3 貸 付 金 元 利 収 入 314,549

4 雑 入 908,997

24 市 債 2,254,000

1 市 債 2,254,000

36,793,470

款 項 　　金　　　　　額　　

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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　歳　出 （単位：千円）

1 議 会 費 313,760

1 議 会 費 313,760

2 総 務 費 4,834,640

1 総 務 管 理 費 4,230,146

2 徴 税 費 332,432

3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 186,128

4 選 挙 費 45,074

5 統 計 調 査 費 15,148

6 監 査 委 員 費 25,712

3 民 生 費 12,781,080

1 社 会 福 祉 費 6,658,875

2 児 童 福 祉 費 4,470,725

3 生 活 保 護 費 1,649,165

4 災 害 救 助 費 2,315

4 衛 生 費 4,090,450

1 保 健 衛 生 費 857,082

2 清 掃 費 2,663,145

3 水 道 費 128,851

4 医 療 対 策 費 441,372

5 労 働 費 72,770

金　　　　　額款 項
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（単位：千円）

1 労 働 諸 費 72,770

6 農 林 水 産 業 費 848,180

1 農 業 費 393,812

2 林 業 費 246,044

3 水 産 業 費 208,324

7 商 工 費 917,070

1 商 工 費 917,070

8 土 木 費 4,001,070

1 土 木 管 理 費 89,016

2 道 路 橋 り ょ う 費 1,200,497

3 河 川 費 152,727

4 港 湾 費 19,930

5 都 市 計 画 費 2,239,260

6 住 宅 費 299,640

9 消 防 費 1,415,490

1 消 防 費 1,415,490

10 教 育 費 3,782,090

1 教 育 総 務 費 405,724

2 小 学 校 費 832,571

3 中 学 校 費 555,891

4 幼 稚 園 費 655,840

金　　　　　額款 項
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（単位：千円）

5 社 会 教 育 費 971,155

6 保 健 体 育 費 360,909

11 公 債 費 3,726,870

1 公 債 費 3,726,870

12 予 備 費 10,000

1 予 備 費 10,000

36,793,470

金　　　　　額款 項

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 
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（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

環境衛生プラント薬品調達経費
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

24,000

小学校校舎等改修事業費
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

500,000

令和５年度舞鶴市土地開発公社が舞鶴市に代わって用地取得等を行うための事業資
金の借入れに対する債務保証

令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

430,000

令和５年度公共用地等取得事業費
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

430,000

第 ２ 表   債 務 負 担 行 為
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（単位：千円）

起 債 の 目 的 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

庁舎整備事業費 26,300

ただし発行価
格が額面を下
まわるときは､
その発行価格
差減額をうめ
るため必要な
金額をこれに
加算した額

証書借入又は
証券発行、た
だし証券発行
の方法による
場合において
は､発行価格は
額面金額100円
につき99円以
上とする。

  5.0 % 以内
ただし、利率見
直し方式による
借り入れについ
て、利率の見直
しを行った後に
おいては、当該
見直し後の利率

公的資金については､その融
通条件により、民間等資金
の場合には､その債権者と協
定するものとする｡
ただし､市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短
縮し､もしくは繰上償還又は
低利に借換することができ
る｡

市民交流施設整備事業費 13,900 同 上 同 上 同 上 同 上

総合文化会館整備事業費 26,300 同 上 同 上 同 上 同 上

赤れんが周辺等まちづくり事業費 44,800 同 上 同 上 同 上 同 上

男女共同参画施設整備事業費 100 同 上 同 上 同 上 同 上

北近畿タンゴ鉄道基盤整備補助金 18,700 同 上 同 上 同 上 同 上

保健衛生施設整備事業費 300 同 上 同 上 同 上 同 上

斎場整備事業費 38,800 同 上 同 上 同 上 同 上

最終処分場整備事業費 3,500 同 上 同 上 同 上 同 上

清掃事務所整備事業費 637,700 同 上 同 上 同 上 同 上

リサイクルプラザ整備事業費 3,800 同 上 同 上 同 上 同 上

医療対策事業費 38,100 同 上 同 上 同 上 同 上

勤労者福祉センター整備事業費 20,100 同 上 同 上 同 上 同 上

土地改良事業負担金 17,200 同 上 同 上 同 上 同 上

第 ３ 表   地 方 債

限 度 額
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（単位：千円）

起 債 の 目 的 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法限 度 額

林業センター整備事業費 3,500

ただし発行価
格が額面を下
まわるときは､
その発行価格
差減額をうめ
るため必要な
金額をこれに
加算した額

証書借入又は
証券発行、た
だし証券発行
の方法による
場合において
は､発行価格は
額面金額100円
につき99円以
上とする。

  5.0 % 以内
ただし、利率見
直し方式による
借り入れについ
て、利率の見直
しを行った後に
おいては、当該
見直し後の利率

公的資金については､その融
通条件により、民間等資金
の場合には､その債権者と協
定するものとする｡
ただし､市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短
縮し､もしくは繰上償還又は
低利に借換することができ
る｡

漁港整備事業費 31,500 同 上 同 上 同 上 同 上

漁港海岸保全施設整備事業費 22,200 同 上 同 上 同 上 同 上

道路橋りょう改良費 449,800 同 上 同 上 同 上 同 上

河川改修費 74,300 同 上 同 上 同 上 同 上

中心市街地活性化事業費 86,400 同 上 同 上 同 上 同 上

街路整備事業費 48,000 同 上 同 上 同 上 同 上

公園施設整備事業費 20,000 同 上 同 上 同 上 同 上

公営住宅整備事業費 91,300 同 上 同 上 同 上 同 上

消防施設整備事業費 113,800 同 上 同 上 同 上 同 上

防災行政無線整備事業費 39,200 同 上 同 上 同 上 同 上

小学校整備費 6,800 同 上 同 上 同 上 同 上

中学校整備費 8,400 同 上 同 上 同 上 同 上

社会教育施設整備事業費 41,000 同 上 同 上 同 上 同 上
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（単位：千円）

起 債 の 目 的 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法限 度 額

中総合会館整備事業費 10,900

ただし発行価
格が額面を下
まわるときは､
その発行価格
差減額をうめ
るため必要な
金額をこれに
加算した額

証書借入又は
証券発行、た
だし証券発行
の方法による
場合において
は､発行価格は
額面金額100円
につき99円以
上とする。

  5.0 % 以内
ただし、利率見
直し方式による
借り入れについ
て、利率の見直
しを行った後に
おいては、当該
見直し後の利率

公的資金については､その融
通条件により、民間等資金
の場合には､その債権者と協
定するものとする｡
ただし､市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短
縮し､もしくは繰上償還又は
低利に借換することができ
る｡

保健体育施設整備費 17,300 同 上 同 上 同 上 同 上

辺地対策事業費 106,700 同 上 同 上 同 上 同 上

臨時財政対策 193,300 同 上 同 上 同 上 同 上

計 2,254,000
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令 和 ５ 年 度            
 
 
 
                                           
 

舞 鶴 市 水 道 事 業 会 計 予 算                     



第 ２ 号議案 

 

令和５年度舞鶴市水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和５年度舞鶴市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 
 
 (1) 給 水 戸 数  31,700戸   

 (2) 年 間 総 給 水 量  10,174,800㎥   

 (3) １ 日 平 均 給 水 量  27,800㎥   

 (4) 主要な建設改良事業     

 浄 水 施 設 費  205,797千円  

 配 水 施 設 費  889,328千円  

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
 

収    入  

第１款 水 道 事 業 収 益  2,013,900千円  

第１項 営 業 収 益  1,698,330千円  

 第２項 営 業 外 収 益  315,568千円  

第３項 特 別 利 益  2千円  

    

支    出  

第１款 水 道 事 業 費 用  1,927,800千円  

第１項 営 業 費 用  1,806,660千円  

第２項 営 業 外 費 用  118,639千円  

第３項 特 別 損 失  2,001千円  

第４項 予 備 費  500千円  
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額932,600千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,823千円、損益勘定留保資金 

709,835千円、建設改良積立金177,942千円で補てんするものとする。） 

 

収    入  

第１款 資 本 的 収 入  632,000千円  

第１項 企 業 債  340,000千円  

第２項 補 助 金  80,250千円  

第３項 出 資 金  118,597千円  

第４項 負 担 金  88,508千円  

第５項 基 金 収 入  4,644千円  

第６項 固定資産売却代金  1千円  

    

支    出  

第１款 資 本 的 支 出  1,564,600千円  

第１項 建 設 改 良 費  1,106,228千円  

第２項 償 還 金  454,425千円  

第３項 補 助 金 返 還 金  3,947千円  

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事 項 期 間 限 度 額 

浄水場等操業委託経費 
自 令和５年度 

至 令和10年度 

千円 

 1,500,000 

窓口業務等委託経費 
自 令和５年度 

至 令和10年度 

 

 250,000 
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（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

建 設 改 良 費 

 

 千円 
 

 

 

340,000 

 

 

 
 

 

ただし発行価格

が額面を下まわ

るときは､その

発行価格差減額

をうめるため必

要な金額をこれ

に加算した額 

 

証書借入又は証券発

行、ただし証券発行

の方法による場合に

おいては､発行価格

は額面金額100円に

つき 9 9円以上とす

る。 

 

5.0 ％以内 

ただし､利率見直し

方式による借り入

れについて、利率

の見直しを行った

後においては、当

該見直し後の利率 
 

 

公的資金については､その融通条

件により、民間等資金の場合に

は､その債権者と協定するものと

する｡ 

ただし企業財政の都合により、据

置期間及び償還期限を短縮し､も

しくは繰上償還又は低利に借換す

ることができる｡ 
 

 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 

(1) 営業費用と営業外費用との間 

(2) 建設改良費と償還金との間 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流

用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 

(1) 職 員 給 与 費      194,659千円 

 

（他会計からの補助金） 

第１０条 水道事業の財源に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、10,254千円である。 
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（たな卸資産購入限度額） 

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、20,000千円と定める。 

 

 

令和５年２月２７日  提出 

 

舞鶴市長  鴨  田  秋  津  
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令 和 ５ 年 度            
 
 
 
                                           
 

舞 鶴 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算                     
                               



 第 ３ 号議案 

 

令和５年度舞鶴市下水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和５年度舞鶴市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 
 
 (1) 水 洗 化 戸 数  38,900戸   

 (2) 年 間 総 排 水 量  9,808,800㎥   

 (3) １ 日 平 均 排 水 量  26,800㎥   

 (4) 主要な建設改良事業     

 処理場整備費  670,990千円  

 雨 水 処 理 費  155,603千円  

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
 

収    入  

第１款 下水道事業収益  3,484,840千円  

第１項 営 業 収 益  1,267,025千円  

 第２項 営 業 外 収 益  2,217,759千円  

第３項 特 別 利 益  56千円  

    

支    出  

第１款 下水道事業費用  3,324,430千円  

第１項 営 業 費 用  3,039,352千円  

第２項 営 業 外 費 用  282,267千円  

第３項 特 別 損 失  2,311千円  

第４項 予 備 費  500千円  
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

         （資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,202,810千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額69,434千円、損益勘定 

留保資金1,055,411千円、減債積立金77,965千円で補てんするものとする。） 

 

収    入  

第１款 資 本 的 収 入  2,175,910千円  

第１項 企 業 債  1,478,400千円  

 第２項 他 会 計 補 助 金  97,625千円  

第３項 補 助 金  371,723千円  

第４項 出 資 金  223,095千円  

第５項 負 担 金  4,560千円  

第６項 基 金 収 入  506千円  

第７項 固定資産売却代金  1千円  

    

支    出  

第１款 資 本 的 支 出  3,378,720千円  

第１項 建 設 改 良 費  1,312,353千円  

第２項 償 還 金  2,065,870千円  

第３項 積 立 金  497千円  

   

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

  事 項   期 間   限 度 額 

浄化センター薬品調達経費 
自 令和５年度 

至 令和６年度 

千円 

49,000  

窓口業務等委託経費 
自 令和５年度 

至 令和10年度 
230,000  
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（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

建設改良費等 

 

 千円 
 

 

 

1,478,400 

 

 

 
 

 

ただし発行価格

が額面を下まわ

るときは､その

発行価格差減額

をうめるため必

要な金額をこれ

に加算した額 

 

証書借入又は証券発

行、ただし証券発行

の方法による場合に

おいては､発行価格

は額面金額100円に

つき 9 9円以上とす

る｡ 

 

5.0 ％以内 

ただし､利率見直し

方式による借り入

れについて、利率

の見直しを行った

後においては、当

該見直し後の利率 
 

 

公的資金については､その融通条

件により、民間等資金の場合に

は､その債権者と協定するものと

する｡ 

ただし企業財政の都合により、据

置期間及び償還期限を短縮し､も

しくは繰上償還又は低利に借換す

ることができる｡ 
 

 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 

(1) 営業費用と営業外費用との間 

(2) 建設改良費と償還金との間 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に

流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 

(1) 職 員 給 与 費      210,170千円 
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（他会計からの補助金） 

第１０条 下水道事業の財源に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,404,789千円である。 

 

 

令和５年２月２７日  提出 

 

舞鶴市長  鴨  田  秋  津  
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令 和 ５ 年 度            
 
 
 
                                           
 

舞 鶴 市 病 院 事 業 会 計 予 算                      



 第 ４ 号議案 

 

令和５年度舞鶴市病院事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和５年度舞鶴市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 (業務の予定量) 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 
 
 (1) 病 床 数  100床   

 (2) 年 間 入 院 患 者 数  延 34,221人 （1日平均 93.5人）  

 (3) 年 間 外 来 患 者 数  延  4,114人 （1日平均 17人）  

 (4) 主要な建設改良事業     

 器械備品購入費 19,036千円  

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
 

収    入  

第１款 病 院 事 業 収 益  962,070千円  

第１項 医 業 収 益  713,872千円  

 第２項 医 業 外 収 益  247,993千円  

第３項 特 別 利 益  205千円  

  

支    出  

第１款 病 院 事 業 費 用  1,007,250千円  

第１項 医 業 費 用  986,958千円  

第２項 医 業 外 費 用  19,928千円  

第３項 特 別 損 失  354千円  

第４項 予 備 費  10千円  
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 59,700千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 51千円、過年度分

損益勘定留保資金 59,649千円で補てんするものとする。） 

 

収    入  

第１款 資 本 的 収 入  55,870千円  

第１項 企 業 債  17,700千円  

第２項 他会計からの補助金  38,168千円  

第３項 国 府 補 助 金  1千円  

第４項 固定資産売却代金  1千円  

    

支    出  

第１款 資 本 的 支 出  115,570千円  

第１項 建 設 改 良 費  20,107千円  

第２項 企 業 債 償 還 金  75,463千円  

第３項 他会計からの長期借入金償還金  20,000千円  

 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

建 設 改 良 費 

 

 千円 
 

 

 

17,700 

 

 

 
 

 

ただし発行価格

が額面を下まわ

るときは､その

発行価格差減額

をうめるため必

要な金額をこれ

に加算した額 

 

証書借入又は証券発

行、ただし証券発行

の方法による場合に

おいては､発行価格

は額面金額100円に

つき 9 9円以上とす

る。 

 

5.0 ％以内 

ただし､利率見直し

方式による借り入

れについて、利率

の見直しを行った

後においては、当

該見直し後の利率 
 

 

公的資金については､その融通条

件により、民間等資金の場合に

は､その債権者と協定するものと

する｡ 

ただし企業財政の都合により、据

置期間及び償還期限を短縮し､も

しくは繰上償還又は低利に借換す

ることができる｡ 
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（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額は、流用することができるものとする。 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、もしくはこれら以外の経費の

金額に流用し、またはこれら以外の経費を、これらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 

 １ 職 員 給 与 費       669,748千円 

 ２ 交 際 費          51千円 

 

（他会計からの補助金） 

第９条 病院事業の財源に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、251,220千円である。 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、63,205千円と定める。 

 

 

令和５年２月２７日  提出 

 

舞鶴市長  鴨  田  秋  津  

 

23



 
 
 
 
 
 

令 和 ５ 年 度            
 
 
 
                                           
 

舞 鶴 市 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 予 算                      



 第 ５ 号議案 

 

令和５年度舞鶴市国民健康保険事業会計予算 

 

 令和５年度舞鶴市の国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

 

 (歳入歳出予算 ) 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7,113,310千 円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 

（一時借入金）  

第２条  地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 235条の 3第 2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、  

700,000千 円と定める。  

 

（歳出予算の流用）  

第３条  地方自治法第 220条第 2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる

 場合は、次のとおりと定める。  

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の

間の流用。  

 

 

令和５年２月２７日 提出 

 

舞鶴市長  鴨  田  秋  津  
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　歳　入 (単位：千円）

1 国 民 健 康 保 険 料 1,155,555

1 国 民 健 康 保 険 料 1,155,555

2 使 用 料 及 び 手 数 料 801

1 手 数 料 801

3 国 庫 支 出 金 1

1 国 庫 補 助 金 1

4 府 支 出 金 5,085,190

1 府 補 助 金 5,085,190

5 財 産 収 入 586

1 財 産 運 用 収 入 586

6 繰 入 金 863,795

1 繰 入 金 863,795

7 繰 越 金 1

1 繰 越 金 1

8 諸 収 入 7,381

1 延 滞 金 及 び 過 料 4,100

2 雑 入 3,281

7,113,310

第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算

　　金　　　　　額　　款 項

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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　歳　出 （単位：千円）

1 総 務 費 139,039

1 総 務 管 理 費 131,547

2 徴 収 費 7,070

3 運 営 協 議 会 費 422

2 保 険 給 付 費 5,027,561

1 療 養 諸 費 4,360,448

2 高 額 療 養 費 625,613

3 移 送 費 100

4 出 産 育 児 諸 費 23,000

5 葬 祭 諸 費 8,500

6 精 神 ・ 結 核 医 療 付 加 金 9,600

7 傷 病 手 当 金 300

3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 1,827,055

1 医 療 給 付 費 分 1,195,787

2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 465,967

3 介 護 納 付 金 分 165,301

4 共 同 事 業 拠 出 金 10

1 共 同 事 業 拠 出 金 10

5 保 健 事 業 費 109,840

1 保 健 事 業 費 35,126

金　　　　　額款 項

26



（単位：千円）

2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 74,714

6 基 金 積 立 金 1

1 基 金 積 立 金 1

7 公 債 費 70

1 公 債 費 70

8 諸 支 出 金 4,734

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 4,734

9 予 備 費 5,000

1 予 備 費 5,000

7,113,310

金　　　　　額款 項

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 
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令 和 ５ 年 度            
 
 
 
                                           
 

舞 鶴 市 貯 木 事 業 会 計 予 算                     
                           



 第 ６ 号議案 

 

令和５年度舞鶴市貯木事業会計予算 

 

 令和５年度舞鶴市の貯木事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

 

 (歳入歳出予算 ) 

第１条   歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ  2,000千 円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 

 

令和５年２月２７日 提出 

 

舞鶴市長  鴨  田  秋  津  
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　歳　入 (単位：千円）

1 事 業 収 入 68

1 事 業 収 入 1

2 諸 収 入 67

2 繰 入 金 1,931

1 繰 入 金 1,931

3 繰 越 金 1

1 繰 越 金 1

2,000

第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算

　　金　　　　　額　　款 項

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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　歳　出 （単位：千円）

1 事 業 費 2,000

1 施 設 管 理 費 2,000

2,000

金　　　　　額款 項

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 
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令 和 ５ 年 度            
 
 
 
                                           
 

舞 鶴 市 駐 車 場 事 業 会 計 予 算                     
                                        



 第 ７ 号議案 

 

令和５年度舞鶴市駐車場事業会計予算 

 

 令和５年度舞鶴市の駐車場事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

 

 (歳入歳出予算 ) 

第１条   歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ  24,370千 円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 

 

令和５年２月２７日 提出 

 

舞鶴市長  鴨  田  秋  津  
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　歳　入 (単位：千円）

1 事 業 収 入 24,367

1 事 業 収 入 24,367

2 財 産 収 入 1

1 財 産 運 用 収 入 1

3 繰 越 金 1

1 繰 越 金 1

4 諸 収 入 1

1 雑 入 1

24,370

第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算

　　金　　　　　額　　款 項

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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　歳　出 （単位：千円）

1 事 業 費 24,270

1 事 業 費 24,270

2 予 備 費 100

1 予 備 費 100

24,370

金　　　　　額款 項

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

33



 
 
 
 
 
 

令 和 ５ 年 度            
 
 
 
                                           
 

舞 鶴 市 介 護 保 険 事 業 会 計 予 算                     



 第 ８ 号議案 

 

令和５年度舞鶴市介護保険事業会計予算 

 

 令和５年度舞鶴市の介護保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

 

 (歳入歳出予算 ) 

第１条  保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ  9,240,100千 円と定める。  

２  介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ  7,150千 円と定める。  

３  保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、  

「第１表歳入歳出予算」による。  

 

（一時借入金）  

第２条  地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 235条の 3第 2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、  

保険事業勘定  600,000千 円、介護サービス事業勘定  1,000千 円と定める。  

 

（歳出予算の流用）  

第３条  地方自治法第 220条第 2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる

 場合は、次のとおりと定める。  

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の

間の流用。  

 

 

令和５年２月２７日 提出 

 

舞鶴市長  鴨  田  秋  津  
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　歳　入 (単位：千円）

1 介 護 保 険 料 1,535,833

1 介 護 保 険 料 1,535,833

2 使 用 料 及 び 手 数 料 351

1 手 数 料 351

3 国 庫 支 出 金 2,299,829

1 国 庫 負 担 金 1,529,027

2 国 庫 補 助 金 770,802

4 支 払 基 金 交 付 金 2,381,333

1 支 払 基 金 交 付 金 2,381,333

5 府 支 出 金 1,320,638

1 府 負 担 金 1,243,338

2 府 補 助 金 77,300

6 財 産 収 入 604

1 財 産 運 用 収 入 604

7 繰 入 金 1,697,665

1 繰 入 金 1,697,665

8 繰 越 金 1

1 繰 越 金 1

9 諸 収 入 3,846

1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 1

第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算

　　金　　　　　額　　款 項

（保険事業勘定）
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(単位：千円）

2 預 金 利 子 1

3 雑 入 3,844

9,240,100

　　金　　　　　額　　款 項

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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　歳　出 （単位：千円）

1 総 務 費 183,718

1 総 務 管 理 費 125,398

2 徴 収 費 1,783

3 介 護 認 定 審 査 会 費 56,537

2 保 険 給 付 費 8,530,362

1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 7,609,150

2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 323,473

3 そ の 他 諸 費 8,853

4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 248,464

5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 26,461

6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 313,961

3 地 域 支 援 事 業 費 521,209

1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 263,335

2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 27,596

3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 229,438

4 そ の 他 諸 費 840

4 公 債 費 250

1 公 債 費 250

5 諸 支 出 金 1,561

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1,561

金　　　　　額款 項
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（単位：千円）

6 予 備 費 3,000

1 予 備 費 3,000

9,240,100

金　　　　　額款 項

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

38



　歳　入 (単位：千円）

1 サ ー ビ ス 収 入 7,148

1 予 防 給 付 費 収 入 7,148

2 繰 越 金 1

1 繰 越 金 1

3 諸 収 入 1

1 雑 入 1

7,150

第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算

　　金　　　　　額　　款 項

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 

（介護サービス事業勘定）
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　歳　出 （単位：千円）

1 事 業 費 7,039

1 介 護 予 防 支 援 事 業 費 7,039

2 公 債 費 10

1 公 債 費 10

3 諸 支 出 金 1

1 償 還 金 1

4 予 備 費 100

1 予 備 費 100

7,150

金　　　　　額款 項

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 
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令 和 ５ 年 度            
 
 
 
                                           
 

舞 鶴 市 後 期 高齢 者 医 療事 業会 計 予 算                     



 第 ９ 号議案 

 

令和５年度舞鶴市後期高齢者医療事業会計予算 

 

 令和５年度舞鶴市の後期高齢者医療事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

 

（歳入歳出予算）  

第１条   歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ  1,529,330千 円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、  

150,000千 円と定める。 

 

 

令和５年２月２７日 提出 

 

舞鶴市長  鴨  田  秋  津  
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　歳　入 (単位：千円）

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 1,149,033

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 1,149,033

2 使 用 料 及 び 手 数 料 131

1 手 数 料 131

3 繰 入 金 378,443

1 一 般 会 計 繰 入 金 378,443

4 繰 越 金 1

1 繰 越 金 1

5 諸 収 入 1,722

1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 1

2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1,520

3 雑 入 201

1,529,330

第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算

　　金　　　　　額　　款 項

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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　歳　出 （単位：千円）

1 総 務 費 40,703

1 総 務 管 理 費 36,672

2 徴 収 費 4,031

2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 1,486,567

1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 1,486,567

3 公 債 費 40

1 公 債 費 40

4 諸 支 出 金 1,520

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1,520

5 予 備 費 500

1 予 備 費 500

1,529,330

金　　　　　額款 項

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 
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